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協同組合が果たすべき役割①

• 協同組合のアイデンティティーに関するICA※

宣言より （ ※ICA：国際協同組合同盟）

【基本的価値】

– 協同組合運動は、自助、自己責任、民主主義、平
等、公正、連帯をその基本的価値とする運動であ
る。協同組合の組合員は、創始者たちの伝統を受
け継いで、誠実、開放性、社会に対する責任、他
人への配慮という倫理的な価値をその信条として
いる 。



協同組合が果たすべき役割②

• 協同組合のアイデンティティーに関するICA宣
言より

【原則】

– 第６原則 協同組合間の協同

協同組合は、組合員にもっとも効果的に役立ち、ま
た協同組合運動全体を強化するために、地区内で、
全国的に、国際的なブロックで、さらには世界的な
規模で、その連帯の仕組みを通して互いに連携、
協力する。



協同組合が果たすべき役割③

• 協同組合のアイデンティティーに関するICA宣
言より

【原則】

– 第７原則 地域社会への配慮

協同組合は、組合員が同意する方針にしたがって、
地元の地域社会の持続可能な発展のために力を
尽くす。



協同組合が果たしている役割①

• 「人と人のつながり」と「事業の力」の両面を兼
ね備えた協同組合の特長を活かして、共助と
公助を担う 。

– 生協（医療・共済・学校等含む）

– 農協（医療・共済等含む）

– 漁協

– 森林

– 協同組合金融（ろうきん、信用組合、信用金庫）

– 労働者協同組合、ワーカーズ・コレクティブ

• 都市から農山漁村まで被災地全体をカバー。



協同組合が果たしている役割②

• 協同組合の存在（事業復旧・継続、諸活動）
そのものが、被災地をカバーする重要なライ
フラインとして機能。
＜例＞

– 多くの各自治体（県・市町村）と災害支援協定。

– 宮城県の生協組織率7割。

– 三陸沿岸各地域の要を担う漁協。

– 様々な緊急支援（後述）。

– 事業再開・継続による暮らしのサポート。

– 日頃から大規模災害図上演習で訓練。



協同組合が果たしている役割③

• 緊急支援、復興支援の全国ネットワーク

– 被災地の協同組合が、自ら被災しながらも被災
地支援の主体と拠点に。

– 全国の協同組合がバックアップ。

– 行政との連携（各自治体との災害支援協定、関
係省庁への各種要請・提案）

– NGOとの連携（東日本大震災支援全国ネット
ワークへの参画、被災地での活動連携…）

– 海外からの協力（ICA：国際協同組合同盟が「日
本災害復興基金」設置… ）



緊急支援を自治体や地域住民へ①

• 緊急支援物資を全国から確保する力
– 食料品・生活用品・医薬品・燃料・飼料など。

• 大型トラックで〝動脈〟物流を担う力
延べ約600台で1千万点超の緊急支援物資を被災
地へ。（3/30現在、生協）

– 農協・漁協グループも、同規模の緊急支援物資
を被災地へ。



緊急支援を自治体や地域住民へ②

• 小型トラック等で〝毛細血管〟物流を担う力

– 延べ約900台で約3千人（人×日）が被災地へ。
（4/1現在、生協）



緊急支援を自治体や地域住民へ③

• 安否確認、炊き出し、移動販売

– 職員やおおぜいの組合員ボランティアの手によって。



緊急支援を自治体や地域住民へ④
• 医療支援…日赤に匹敵する規模

– 医師100人、保健師134人、医療技師33人派遣
（3/23現在、医療生協）

– 農協グループも各県の厚生連病院から同規模の
派遣。



緊急支援を自治体や地域住民へ⑤
• 福祉・たすけあい

– 施設・在宅の各種ケアサービスの再開・継続。

• 金融

– 被災地各所に臨時窓口設置。

– 緊急措置：簡易迅速な払い戻し、無利子・低利の
緊急つなぎ融資検討…

• 共済

– 安否確認・訪問→給付掘り起こし、見舞金。

– 簡易迅速な共済金給付。

– 被災地の更新手続き・掛け金払い込みを猶予。



義援金

• 各協同組合が義援金を支出。

• 組合員・市民へ義援募金を呼びかけ。



地域再生・復興に向けて

• 被災地のくらしとたすけあいを協同の力で担
う当事者。

• 被災地の第一次産業と、関連する中小地場
産業の再生・復興を協同の力で担う当事者。

• 全国から協同の力で支援する。
– 緊急支援から復興支援へ。

– 生産物を共同購入で買い支え食べ支える力。

– 風評被害を防ぐ正確・正直な情報提供。

• 「新しい公共」の担い手として、当事者参画に
よる街づくりのモデル実践を。



生活クラブの取組みの紹介

• 一例として…（別紙）






